
福山平成大学新型コロナウイルス感染拡大防止のための授業等に係る行動基準表 
 

令和３年６月１６日 

危機対策本部会議決定 

感染状況

レベル 

 判断の目安 授業の形態 

演習、実験・実習、実技 定期試験 備 考 
 

広島県の 

ステージ評価 
学 内 対 面 遠 隔 

ステージ

0 

危険がない状態  ・感染拡大が収束し

ている場合 

・原則、対面授業を実施。  ・特に制限なし。 対面で実施。  

 

ステージ

１ 

（要注

意） 

・感染への注意が

必要な状態 

・感染が散発的に発

生「ステージⅠ」 

・福山市で感染者が

発生したが、学内の

感染拡大が認められ

ない場合。 

・感染拡大に注意して対面授業可。 

・教室の指定人数制限の遵守（受講者

100名未満の科目は、対面授業可）。 

・教室定員の制限を遵

守（受講者 100 名以

上の科目は遠隔授業

を実施）。 

・感染拡大に注意して実施可。 

・教室定員の制限を遵守（受講者

100 名未満の科目は、対面での実

施可、及び遠隔・対面の併用が望ま

しい）。 

・教室の試験形式の

人数制限内で対面実

施可。 

移行目安 

・ステージ「１➝２以

上」３日間 

 

ステージ

２ 

（警戒） 

・大人数での行事、

イベント等に自粛

要請が出ている状

態 

・クラスターが度々

発生し、感染者が

段々と増えている段

階「ステージⅡ」。 

※直近１週間の人口

10 万人当たりの新

規報告数が４人以

上。 

・学内で感染者が発

生したが、感染拡大

は起きておらず、ま

た、その可能性が低

い場合。 

・感染拡大に最大限注意を払って対面授

業を実施。 

・教室の指定人数制限を遵守（３号館で

実施する科目の受講者が56名以下及び

４号館で実施する科目の受講者が45名

以下の科目のみ対面授業可）。 

・その他の教室等は、身体的距離２メー

トルを確保して対面授業可。 

 

・左記の人数を超える

科目は、遠隔授業を実

施。 

・感染拡大に最大限注意を払って対

面で実施。 

・教室の指定人数制限を遵守（３号

館で実施する科目の受講者が56名

以下及び４号館で実施する科目の

受講者が45名以下の科目のみ対面

可）。 

・その他の教室等は、身体的距離２

メートルを確保して対面可。 

・対面で行う場合

は、ステージ２の教

室の指定人数制限内

で対面実施可。 

 

移行目安 

・ステージ「２➝2.5

以上」３日間 

・ステージ「２➝１」

３日間 

 

ステージ

2.5 

（警戒

高） 

・広島県内にまん

延防止重点措置が

適用されている、

あるいは、広島県

に緊急事態宣言は

発出されていない

が外出の自粛等の

要請が出ている状

態 

・ステージ２に比

べ、クラスターが多

発する等、感染者が

急増している段階

「ステージⅢ」。 

※直近１週間の人口

10 万人当たりの新

規報告数が 15 人以

上。 

・学内で感染者が発

生し、感染拡大の恐

れがある場合。 

・原則、対面授業は停止。 

・但し、遠隔授業では対応が困難な実践

的な科目は、学部長・学科長等の承認を

得て対面授業可。 

・なお、対面授業を行う場合は、ステー

ジ２の教室の指定人数制限を遵守。 

 

・原則、遠隔授業を実

施。 

 

・遠隔では、対応が困難な内容に限

り、学部長・学科長等の承認を得て

対面可。 

・感染拡大に最大限注意を払って対

面を実施。 

・対面を行う場合は、ステージ２の

教室の指定人数制限を遵守。 

・その他の教室等は、身体的距離２

メートルを確保して対面可。 

・遠隔で実施。 移行目安 

・ステージ「2.5➝３

以上」３日間 

・ステージ「2.5➝2

以下」７日間 

 

ステージ

３ 

（緊急） 

・広島県に緊急事

態宣言が発出され

ている状態 

・大規模かつ深刻な

クラスター連鎖が発

生し、爆発的な感染

が拡大している段階

「ステージⅣ」。 

※直近１週間の人口

10 万人当たりの新

規報告数が 25 人以

上。 

・大学への休業要請

が出されている場

合。 

・学内で感染者が継

続的に発生し、クラ

スターが起きる恐れ

がある場合。 

・原則、対面授業は停止。 

・但し、遠隔授業では対応が困難な実践

的な科目の内、必修科目及び資格取得に

必要な科目に限定して対面授業可。 

・受講学生の健康状態の把握（健康調査

の入力等）及び「３密」を徹底して避け

る等万全の感染対策を講じることが前

提。 

・学長の承認要。 

・原則、遠隔授業を実

施。 

 

・原則、対面授業は停止。 

・遠隔が困難な場合は、実施時期を

延期又は開講期を変更する。 

・やむを得ない事情により、延期又

は期の変更ができない場合は、学

部・学科、研究科及び資格取得に必

須の科目に限定して対面可。 

・受講学生の健康状態の把握（健康

調査の入力等）及び「３密」を徹底

して避ける等万全の感染対策を講

じることが前提。 

・学長の承認要。 

・遠隔で実施。 移行目安 

・ステージ「３➝４」

即日 

・ステージ「３➝2.5」

３日間 

・ステージ「３➝２以

下」７日間 

 

ステージ

4 

（活動停

止） 

・大学を閉鎖せざ

るを得ない状態。 

・学内で大規模なク

ラスターが発生して

いる、爆発的に感染

が拡大している場合 

・対面は全面停止。 ・遠隔授業のみ実施。 ・対面は全面停止。 ・遠隔で実施。 移行目安 

・ステージ「４➝３以

下」７日間 

 

 


